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商標「Rubotan LINE事件」

ユアサハラ法律特許事務所／商標判例研究会
弁理士　神蔵　初夏子

商標判例読解47

（不使用取消審判における商標的使用態様、
社会通念上同一性について）



特 許 ニ ュ ー ス 平成29年２月15日（水曜日）（　　　）（第三種郵便物認可）2

★キーポイント
商標法第50条第１項不使用取消審判において、
使用商標が登録商標に他の文字を付加したもの
であるときに、登録商標と社会通念上同一の商
標といえるかが争われた。審判では登録商標を
使用していたことを証明していないとして登録
を取消す旨の審決が出された。裁判においても
その審決が維持され、請求が棄却された。

１．事案の概要
　不使用取消審判において、登録商標「Line/ライ
ン」と社会通念上同一である「LINE」「ライン」に
他の文字「Rubotan」「LIQUID」「ルボタン」「ライン」
を付記したものを指定商品中のアイライナーの容器
正面や包装用箱に付して使用していた。特許庁は、
あくまでも一連一体としての「Rubotan　LINE」「ル
ボタンライン」が使用されていたのであり、登録商
標と社会通念上同一である「LINE」「ライン」が使
用してされていたのではないとして、取消審決を出
した。審決取消訴訟でもそれが維持された。

原告：株式会社伊勢半
被告：Ｙ　

本件商標（原告所有商標）
登録第1859812号
商標

出願日：昭和58年４月１日
登録日：昭和61年５月30日
指定商品：第３類「せっけん類、歯磨き、化粧品、

植物性天然香料、動物性天然香料、合成香料、調合
香料、精油からなる食品香料、薫料」

２．不使用取消審判
審決の理由

（１）本件商標の通常使用権者である㈱エリザベス
は要証期間内に㈱マスダ増及び「新世界べにや」
に対し、本件使用商標①を包装に付したアイラ
イナーを譲渡し、又は引き渡したこと、本件使
用商品の包装の表面には「Rubotan」,「LINE」、

「LIQUID」「ルボタン」及び「ライン」の文字を
五段に横書きしてなる本件使用商標①が表示され、
本件使用商品の包装の裏面には「ルボタン　ライ
ン」の文字、「（アイライナー）」の文字などがある
ことが認められる。

（２）本件使用商品は、本件審判請求に係る指定商
品中の「化粧品」の範疇に属する。本件商標から
は「線、系列」の観念を生じる。

他方で、本件使用商標①において、「LIQUID」
は上段の２つの欧文字よりきわめて小さな文字で、
異なる書体で表されており、商品が「液状」であ
ることを表示する語と認識され、それ自体は自他
商品の識別力がない。上段二段の「Rubotan」と

「LINE」の欧文字部分は書体及び大きさが多少異
なってはいるが、いずれも通常に用いられる書体
からなるものであり、下段二段にその表音ともい
える片仮名が同書、同大を以てまとまりよく併記
され、「ルボタンライン」の称呼も淀みなく一連に
称呼しうるから、上段二段の「Rubotan」と「LINE」
の欧文字部分と下部二段の「ルボタン」及び「ラ
イン」の片仮名部分が自他商品識別のための要部
というべきであり、その全体として特定の意味合
いを想起させない造語である。そうすると、本件
商標と本件使用商標①はその構成文字において明
らかな差異があり、また、その称呼及び外観にお
いても同一とは言えず、本件使用商標①は本件商
標と社会通念上同一の商標と認めることはできな
い。

３．本件審決取消訴訟
　取消事由１（本件商標の使用の事実の判断の誤り）
について

（１） 本件使用商標①と本件商標の社会通念上同一
性について 使用商標　①　　　　　使用商標②


